
1 割増賃金を正しく計算すること。
割増賃金を正しく計算し、差額分を11月の給与に補正手当と

して支給しました。

指導事項 改善措置

実施区分 一般指導監査 実施年月日 令和4年11月17日

改善報告書締切日 令和5年1月17日 改善報告書提出日 令和4年12月12日

指導監査結果　

種別 地域型

施設名 どんぐりほいくしつ 運営主体 佐藤　弘子


